
学
校
教
育
法
及
び
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

三
二
五

◎
学
校
教
育
法
及
び
国
立
大
学
法
人
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律�

�

（
平
成
二
六
年
六
月
二
七
日
法
律
第
八
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
五
月
二
三
日
・
衆
議
院
文
部
科
学
委

員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

○
下
村
国
務
大
臣　

こ
の
た
び
政
府
か
ら
提
出
い
た
し
ま
し
た
学
校
教
育

法
及
び
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の

提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

大
学
は
国
力
の
源
泉
で
あ
り
、
各
大
学
が
人
材
育
成
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
拠
点
と
し
て
教
育
研
究
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
い
く
た
め
に

は
、
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
で
戦
略
的
に
大
学
を
運
営
で
き
る

ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
の
構
築
が
不
可
欠
で
あ
り
、
学
長
を
補
佐
す
る
体
制
の

強
化
、
大
学
運
営
に
お
け
る
権
限
と
責
任
の
一
致
、
学
長
選
考
の
透
明
化

等
の
改
革
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
大
学
の
組
織
及
び
運
営
体

制
を
整
備
す
る
た
め
、
副
学
長
の
職
務
内
容
を
改
め
る
と
と
も
に
、
教
授

会
の
役
割
を
明
確
化
す
る
ほ
か
、
国
立
大
学
法
人
の
学
長
の
選
考
に
係
る

規
定
の
整
備
を
行
う
な
ど
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、こ
の
法
律
案
の
内
容
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
副
学
長
が
、
学
長
の
命
を
受
け
て
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
教
授
会
は
、
学
生
の
入
学
や
学
位
の
授
与
等
の
ほ
か
、
教
育

研
究
に
関
す
る
重
要
な
事
項
で
学
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
学

長
が
決
定
を
行
う
に
当
た
り
意
見
を
述
べ
る
こ
と
、
ま
た
、
教
育
研
究
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
と
と
も
に
、
学
長
等
の
求
め
に
応
じ
意

見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
国
立
大
学
法
人
の
学
長
選
考
に
つ
い
て
、
学
長
選
考
会
議
が

定
め
る
基
準
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、

国
立
大
学
法
人
は
、
そ
の
基
準
及
び
選
考
結
果
等
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
国
立
大
学
法
人
の
経
営
協
議
会
の
学
外
委
員
を
過
半
数
と
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
、
十
分
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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六

二
、衆
議
院
文
部
科
学
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
六
月
一
〇
日
）

○
小
渕
優
子
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
文
部
科
学
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
大
学
運
営
に
お
け
る
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
等
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
促
進
す
る
た
め
、
副
学
長
、
教
授
会
等
の
職
や
組
織

の
規
定
を
見
直
す
と
と
も
に
、
国
立
大
学
法
人
の
学
長
選
考
の
透
明
化
等

を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
五
月
二
十
二
日
、
本
会
議
に
お
け
る
趣
旨
説
明
及
び
質

疑
の
後
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

本
委
員
会
に
お
い
て
は
、
翌
二
十
三
日
、
下
村
文
部
科
学
大
臣
か
ら
提

案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
質
疑
に
入
り
、
六
月
四
日
に
は
参
考
人

か
ら
意
見
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。

六
日
に
は
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
・
無
所
属
ク
ラ
ブ
、
日
本
維
新
の

会
及
び
み
ん
な
の
党
の
四
派
共
同
提
案
に
よ
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
趣

旨
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
原
案
と
一
括
し
て
質
疑
を
行
い
、
同
日
質
疑

を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
質
疑
終
局
後
、
討
論
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案

及
び
修
正
部
分
を
除
く
原
案
は
い
ず
れ
も
賛
成
多
数
を
も
っ
て
可
決
さ

れ
、
本
案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
会
修
正
の
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
六
月
六
日
）

○
笠
委
員　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
修
正
案
に
つ
い
て
、
提
出
者

を
代
表
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
趣
旨
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
い
た
し

ま
す
。

政
府
提
出
法
律
案
は
、
各
大
学
が
教
育
研
究
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
し

て
い
く
た
め
、
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
等
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制

の
構
築
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
副
学
長
や
教
授
会
等
の
職

や
組
織
の
規
定
を
見
直
す
と
と
も
に
、
国
立
大
学
法
人
の
学
長
選
考
の
透

明
化
等
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
評
価
は
で
き
る
も
の
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
政
府
提
出
法
律
案
は
、
教
授
会
が
学
長
に
対
し
意
見

を
述
べ
る
事
項
に
つ
い
て
、｢

学
生
の
入
学
、
卒
業
及
び
課
程
の
修
了
」

と｢

学
位
の
授
与
」
の
二
項
目
の
み
を
明
記
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
事
項

に
つ
い
て
は
、
学
長
が
意
見
を
聞
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

に
限
定
し
て
お
り
ま
す
。

教
授
会
が
専
門
的
知
見
を
持
っ
た
教
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
審
議
機

関
で
あ
る
こ
と
や
、
こ
れ
ま
で
大
学
の
教
育
研
究
に
果
た
し
て
き
た
役
割

等
を
考
慮
し
、
学
長
が
大
学
運
営
を
行
う
に
際
し
て
は
、
教
授
会
の
意
見

を
聞
き
な
が
ら
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
学
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長
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
と
す
る
と
、
例
え
ば
、
教
育
課
程
の
編

成
等
、
大
学
の
教
育
研
究
に
お
い
て
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
教
授
会
の
意

見
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
懸
念
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
修
正
案
で
は
、
学
生
の
入
学
、
卒
業
及
び
課
程
の
修
了
と

学
位
の
授
与
の
ほ
か
に
、
学
長
が
教
授
会
に
意
見
を
聞
く
こ
と
が
必
要
な

事
項
を
学
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
事
項
に
は
教
育
課
程
の
編
成
や
教
員
の
教
育
研
究
業
績
の
審

査
等
が
入
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
事
項
を
あ
ら
か
じ

め
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
教
授
会
と
し
っ
か
り
協
力
し
な
が
ら
大
学
運
営

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

以
上
が
、
修
正
案
の
趣
旨
及
び
内
容
の
概
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
と
ぞ
委
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
六
月
六
日
）

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て

特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一　

憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
学
問
の
自
由
や
大
学
の
自
治
の
理
念
を
踏

ま
え
、
国
立
大
学
法
人
に
つ
い
て
は
、
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ

り
全
学
的
な
取
組
が
で
き
る
よ
う
、
学
長
選
考
会
議
、
経
営
協
議
会
、

教
育
研
究
評
議
会
等
を
そ
れ
ぞ
れ
適
切
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
大
学
の
自
主
的
・
自
律
的
な
運
営
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

二　

私
立
大
学
の
自
主
性
・
自
律
性
・
多
様
性
、
学
問
分
野
や
経
営
規
模

な
ど
各
大
学
の
実
態
に
即
し
た
改
革
が
な
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

三　

学
校
教
育
法
第
九
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
学
長
が

教
授
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
な
事
項
を
定
め
る
際
に
は
、
教
授

会
の
意
見
を
聴
い
て
参
酌
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四　

国
立
大
学
法
人
の
経
営
協
議
会
の
委
員
の
選
任
や
会
議
の
運
営
に
当

た
っ
て
は
、
学
内
外
の
委
員
の
多
様
な
意
見
を
適
切
に
反
映
し
、
学
長

に
よ
る
大
学
運
営
の
適
正
性
を
確
保
す
る
役
割
を
十
分
に
果
た
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
万
全
を
期
す
こ
と
。

五　

学
長
の
業
務
執
行
状
況
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
確
保
す
る
こ
と
。

六　

教
育
の
機
会
均
等
を
保
障
す
る
た
め
、
国
立
大
学
の
配
置
は
全
国
的

に
均
衡
の
と
れ
た
配
置
を
維
持
す
る
こ
と
。

七　

国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
比
し
た
高
等
教
育
へ
の
公
的
財
政
支
出
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
諸
国
中
最
低
水
準
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
、
高
等
教
育
に
係
る
全
体

の
予
算
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。

三
、参
議
院
文
教
科
学
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
六
月
二
〇
日
）

○
丸
山
和
也
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
文
教
科
学
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

ま
ず
、
学
校
教
育
法
及
び
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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案
は
、
大
学
の
組
織
及
び
運
営
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
副
学
長
の
職
務

内
容
を
改
め
る
と
と
も
に
、
教
授
会
の
役
割
を
明
確
化
す
る
ほ
か
、
国
立

大
学
法
人
の
学
長
の
選
考
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
等
の
必
要
な
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
き
ま
し
て
、
学
長
が
決
定
を
行
う
に
当
た
り
教
授

会
が
意
見
を
述
べ
る
事
項
に
つ
い
て
、
学
生
の
入
学
や
学
位
の
授
与
等
の

ほ
か
、
学
長
が
教
授
会
に
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
な
事
項
を
学
長
が
あ

ら
か
じ
め
定
め
る
こ
と
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
学
長
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
強
化
の
必

要
性
、
大
学
に
お
け
る
教
授
会
の
役
割
、
大
学
の
自
治
に
対
す
る
認
識
、

大
学
の
国
際
競
争
力
向
上
の
た
め
の
方
策
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま

し
た
が
、そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
田
村
委
員
よ
り
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

�

（
略
）�

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
六
月
一
九
日
）

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て

特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
学
校
教
育
法
第
九
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
学
長
が

教
授
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
必
要
な
事
項
を
定
め
る
際
に
は
、
教
授

会
の
意
見
を
聴
い
て
参
酌
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
学
問
の
自
由
や
大
学
の
自
治
の
理
念
を
踏

ま
え
、
国
立
大
学
法
人
に
つ
い
て
は
、
学
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ

り
全
学
的
な
取
組
が
で
き
る
よ
う
、
学
長
選
考
会
議
、
経
営
協
議
会
、

教
育
研
究
評
議
会
等
を
そ
れ
ぞ
れ
適
切
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
大
学
の
自
主
的
・
自
律
的
な
運
営
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
学
長
選
考
会
議
は
、
学
長
選
考
基
準
に
つ
い
て
、
学
内
外
の
多
様
な

意
見
に
配
慮
し
な
が
ら
、
主
体
性
を
持
っ
て
策
定
す
る
こ
と
。

四
、
監
事
の
監
査
、
学
長
選
考
組
織
に
よ
る
選
考
後
の
業
務
評
価
等
学
長

の
業
務
執
行
状
況
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
確
保
す
る
こ
と
。

五
、
国
立
大
学
法
人
の
経
営
協
議
会
の
委
員
の
選
任
や
会
議
の
運
営
に
当

た
っ
て
は
、
学
内
外
の
委
員
の
多
様
な
意
見
を
適
切
に
反
映
し
、
学
長

に
よ
る
大
学
運
営
の
適
正
性
を
確
保
す
る
役
割
を
十
分
に
果
た
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
万
全
を
期
す
こ
と
。

六
、
本
法
施
行
を
受
け
、
各
大
学
等
の
学
内
規
則
の
見
直
し
と
必
要
な
改

正
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
説
明
会
の
開
催
等
関
係
者
に
改
正
の
趣



学
校
教
育
法
及
び
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

三
二
九

旨
に
つ
い
て
周
知
に
努
め
る
こ
と
。

七
、
私
立
大
学
の
自
主
性
・
自
律
性
・
多
様
性
、
学
問
分
野
や
経
営
規
模

な
ど
各
大
学
の
実
態
に
即
し
た
改
革
が
な
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

八
、
大
学
力
を
強
化
す
る
た
め
若
手
研
究
者
や
女
性
の
登
用
が
積
極
的
に

行
わ
れ
、
若
手
研
究
者
等
の
意
欲
を
高
め
る
雇
用
形
態
が
整
備
さ
れ
る

よ
う
、
そ
の
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。

九
、
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
比
し
た
高
等
教
育
へ
の
公
的
財
政
支
出
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
諸
国
中
、
最
低
水
準
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
高
等
教
育
に
係
る
予

算
の
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。

　
　

右
決
議
す
る
。


